
  長 発 第 ２ ５ ８ 号 

令 和 ２ 年 ８ 月 １ ８ 日 

 

各指定居宅介護支援事業所管理者 殿 

 

鶴岡市健康福祉部長寿介護課長 

                         （ 公 印 省 略 ） 

 

居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について（通知） 

 

 

平成 30 年４月の介護報酬改定に伴い居宅介護支援について県から市に権限移譲され、居

宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱いが一部変更になりましたが、これについて

下記のとおり適用することとなりますので、必要な届出を行うとともに、制度の理解、運用

に十分留意してくださいますようお願いします。 

 なお、本通知は令和 2 年 4 月 1 日から適用することとし、同日をもって平成 30 年 4 月

19 日長発第 26 号課長通知については廃止することとします。 

 

記 

 

１ 特定事業所集中減算の基準等について 

 別紙「特定事業所集中減算関係法令等」をご覧ください。なお、「指定居宅サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部

分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に

ついて」（平成 12 年老企第 36号、以降「留意事項通知」という。）第３の 10 の（４）における「正

当な理由の範囲」につきましては、本市では次のとおり取り扱います。 

 

◎鶴岡市における特定事業所集中減算の正当な理由の範囲 

① 居宅介護支援事業所が所在する市町村区域内における対象サービスの事業所数が、それ

ぞれのサービスにつき５未満である場合。（この場合の市町村は、平成 17年度に行われた

市町村合併以前の旧市町村単位で判断する。） 

 ※みなし指定の事業所については、当該年度において介護サービス情報の公表の対象となっていな

い事業所は除外する。ただし、判定期間に新たに指定を受けた事業所で、１月あたりの介護報酬

の額が 80,000 円を超えている場合は、事業所数に含めるものとする。 

 ※事業所数はそれぞれの判定期間の最終月の初日（前期分については８月１日現在、後期分につ

いては２月１日現在）で判断する。なお、それぞれの時点での市町村毎の事業所数については、

山形県の HP の「介護保険指定事業者情報」を参照とすること。 

② 判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画が 20 件以下の場合 



③ 判定期間の１月あたりの居宅サービス計画のうち、それぞれの対象サービスが位置付け

られた計画の件数が１月あたり平均 10件以下の場合 

（例：計画の件数が１月あたり平均９件の場合、９件すべて同一事業者であっても正当な

理由の範囲内とする。） 

④ その他正当な理由があると考えられる場合 

   80％を超えたことについて、①～④に該当しないが、別に正当な理由がある場合は、

その詳細について報告を求めることとする。 

   （例：サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合等） 

２．特定事業所集中減算に係る報告等 

留意事項通知第３の 10 の（３）による市長への書類の提出は、以下によりお願いします。 

①報告様式  

別紙様式「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」に必要事項を記入し提

出してください。（提出したものの控えを必ず保管してください。） 

②報告対象事業所  

居宅サービス計画に位置付けた訪問介護サービス等のいずれかのサービスにおいて、

紹介率最高法人の割合が 80％を超えた居宅介護支援事業所（休止中を除く） 

 ※報告対象とならなかった事業所についても実地指導等で確認することがありますの

で、期間ごとに別紙様式「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」を作成

し、５年間は保存しておいてください。 

③提出先  

鶴岡市長寿介護課 

④提出期限 

 判定期間が前期分（各年度３月～８月分）：各年度の９月 15日 

 判定期間が後期分（各年度９月～翌年２月分）：各年度の３月 15 日 

※提出期限の９月 15 日、３月 15日が休日、祝日にあたる時は、その翌日が期限とな

ります。 

⑤正当な理由について、１の④、⑤に該当するものとして理由を記載した場合の取扱い 

   １の④、⑤に該当するものとして理由を記載して提出した事業者に対しては、当該理

由が適正なものかを個別に判断し、事業者に連絡します。その際に、添付された資料で

は不十分だと判断された場合は、追加の資料等の提出を求めることがありますので、あ

らかじめご了承ください。この場合、追加資料による審査は一度限りとし、追加資料を

もってしても理由が不十分と判断された場合でも、更なる追加資料の提出は求めず、そ

れまでに提出された資料により、理由が正当か否かを決定することとします。 

   また、１の⑤に該当する場合において、事業所の決定にあたり、利用者に対し介護サ

ービス事業所を公正に紹介した上で利用者の希望を勘案したところ、結果的に特定の事

業所に集中したと主張する場合には、以下の（ⅰ）及び（ⅱ）についても提出してくだ

さい。 

（ⅰ）当該居宅介護支援事業所が、各利用者及び家族に事業所の紹介する際に用いる、



介護サービス事業所の特徴をまとめた一覧 

⇒居宅介護支援事業所自らが作成したもの、又は市町村が作成している事業所一

覧又はパンフレット（事業所名や住所だけの一覧ではなく、各事業所が行って

いるサービス内容や対応、送迎体制などの違いが分かるものとする。） 

（ⅱ）各利用者及び家族に対し（ⅰ）により説明した上で、各利用者が事業所を選ん

だことが分かる書類（任意様式。説明者氏名・説明日、利用者氏名（押印また

は署名）の記載のあるもの。） 

 

注１）（ⅰ）及び（ⅱ）は、減算報告書と併せて５年間保存してください。 

注２）（ⅰ）及び（ⅱ）の書類があることだけをもって正当な理由と認めるものでは

なく、理由書の記載内容も踏まえて判断することとします。 

 

 

担当：長寿介護課 上林 

ＴＥＬ：25-2111（内線 181） 

ＦＡＸ：29-5658 

E-mail：kaigo@city.tsuruoka.yamagata.jp 


